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２０１０年度県予算編成にあたっての緊急重点要望  
 

２００９年１１月１３日 日 本 共 産 党 千 葉 県 委 員 会 
日本共産党千葉県議会議員団  

 
 行きづまった政治の根本的な転換を求める国民世論は政権交代を実現させ、いま新しい

政治、新しい国づくりに向けた国民的探求が始まっています。新政権によって行われる来

年度国家予算編成と諸課題への政策的対応が、選挙に示された民意に真にこたえたものと

なるか、非常に重要な局面をむかえています。  
 民意の尊重、それに正面からこたえた予算編成と施策の展開、この要請は地方自治体に

向かうものでもあり、自民党政権と直結で進められてきた千葉県政に、大胆な軌道修正を

迫るものといえます。大企業の利益第一、巨大開発優先のゆがみを正し、今こそ県民が主

人公、福祉第一の県政へとカジを切る必要があります。  
この大転換を県民の支持のもとに力強くすすめるためにも、県政からあらゆる不正や腐

敗を一掃し、県民の信頼をつなぐに足る「清潔で開かれた県政」を、全力でうちたてなけ

ればならないと考えます。  
森田県政のもとで編成される最初の新年度予算が、新たな転換の第一歩となることを強

く願い、以下のとおり要望いたします。  
 
 
１．不正経理問題の徹底解明と再発防止に全力をあげる 

 千葉県庁で明らかになった３０億円にのぼる全国最大規模の不正経理問題は、県民の大

きな怒りと不信をよんでいる。この不正経理は、組織的かつ長期にわたり、県庁全体に及

んでおり、「長年の慣行」や「自浄作用が働かなかった」で済ませてはならない。この問題

の背景にある「隠ぺい体質」にメスを入れることなしに、県民からの信頼回復も、再発防

止もあり得ない。また、森田知事が自らの疑惑を曖昧にしたままでは、「膿を出して再出発

する」ことはできない。  
 
①２００２年度以前の過去の分も含めて、すべての歳出を調査し、結果を公表する。  
②上司や幹部職員の関与を徹底して解明する。  
③現在の会計処理システムを抜本的に見直し、二度と不正経理を起こさない仕組みを構築

する。  
④「違法献金」「迂回献金」など森田知事自身の「疑惑」を明らかにする。  
 
 
２．社会保障費の削減路線に反対し、県民の暮らし、いのち、健康を守りぬく 

 自公前政権が推進してきた社会保障費削減路線は、社会的弱者が制度から真っ先に排除

され、貧困と格差を拡大し、生活と将来への不安を増大させている。削減から拡充へ、暮

らしを支え、生存権を保障する制度にすることが求められている。  
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①高齢者を差別し、際限のない負担増と医療切り捨てを押し付ける後期高齢者医療制度の

撤廃を国に求めるとともに、県独自の負担軽減策を講じる。  
②地域医療を担っている県立病院（東金病院、佐原病院、循環器病センター）を充実させ、

地域医療センター構想は白紙に戻す。あわせて、医師・看護師確保など地域医療におけ

る県の責任を果たす。  
③夜間救急、小児科、産科の医療体制強化を急ぐ。総合（地域）周産期センターの医師体

制を充実させ、救急受け入れ拒否などがないよう手立てをとる。  
④新型インフルエンザにたいする万全な対策をとり、ワクチン接種への助成を行う。  
⑤介護保険の保険料・利用料の負担軽減をはかるとともに、特養ホームなど必要な介護施

設の整備をすすめる。国に、公費による介護労働者の給与引き上げの継続充実や労働条

件改善を求める。  
⑥要介護度が実態より下がる新認定制度の中止を国に要求する。  
⑦国保料（税）軽減につながる県の支援を拡充し、短期保険証、資格証明書の発行中止や

国保法第４４条にもとづく窓口負担の軽減措置推進を市町村に働きかける。  
⑧障害者自立支援法による「応益負担」の廃止および福祉労働者の労働条件改善を国に求

めるとともに、県として利用者の負担軽減のための財政支援を行う。  
重度心身障害者医療費制度の所得制限や入院給食費負担をやめ、現物給付化を急ぐ。  

⑨児童相談所、児童福祉施設を充実・増設する。  
⑩憲法が定めた「生存権」を保障する生活保護にふさわしい運用を徹底する。無料低額宿

泊施設への指導を強化する。  
⑪子どもの医療費助成の所得制限や窓口負担をなくす。助成対象を中学校卒業まで拡げる

ことをめざし、当面、小学校卒業まで完全無料化する。  
 
 
３．人間らしく働ける社会めざし、雇用対策を県政の重要課題に 

 昨年末の「派遣村」を上回る深刻な事態を引き起こしかねない雇用情勢である。大企業

に雇用への社会的責任を果たさせ、人間らしく働けるルールを確立し、安心して働き続け

られる社会をつくることがますます重要となっている。雇用政策の転換は、経済と産業の

まともな成長と日本社会の安定にとっても避けて通れないものである。  
 
①登録型派遣を原則禁止するなど、労働者派遣法の抜本改正を国に求める。県として大企

業に対し、景気悪化を口実にした派遣など非正規労働者の大規模な首切りをやめるよう

要求する。また、正社員を減らしてパートや派遣労働、請負に置き換える人件費削減の

行き過ぎを改めるよう求める。  
②サービス残業や「名ばかり管理職」の一掃で長時間労働をなくし、偽装請負根絶で雇用

の拡大と安定をはかる。  
③青年、失業者を雇用した中小企業への就職奨励助成金や相談体制の充実など、若者の雇

用対策を拡充する。  
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④職業訓練校の統廃合計画を中止し、増設する。県求職者総合支援センター、ジョブカフ

ェを充実する。  
⑤大企業への企業立地補助金は廃止する。県が補助金を出すＩＰＳアルファテクノロジに

対し、地元からの正規雇用を拡げるよう指導を強める。  
⑥県職員削減をやめ、教育、保育、介護、医療、消防、社会教育などの分野で雇用増をは

かる。非正規職員を減らし、正規職員として採用する。  
⑦県職員の給与等減額措置を直ちに解消する。非正規職員の賃金・労働条件を改善する。  
⑧千葉県の最低賃金の大幅引き上げと、全国一律の最低賃金制度創設を国に求める。  
 
 
４．中小企業の営業を支援し、地域経済の活性化を 

 外需優先・内需切り捨ての「構造改革」路線によって、中小企業と地域経済は疲弊して

きた。中小企業は、経済危機のもとで原油・原材料高騰、大企業による「下請けいじめ」、

大銀行の「貸し渋り・貸しはがし」で経営難に追い込まれてきた。大企業優先の経済路線

から中小企業応援への転換が強く求められている。  
 
①「ちば中小企業元気戦略」の見直しにあたって、県が支援すべき重点を一部の「果敢に

挑戦」できる中小企業中心から、厳しい経済情勢下で苦闘している大多数の中小企業に

おき、これらの企業が倒産や廃業に追い込まれることのないよう最善をつくす。  
②雇用維持、信用保証制度の改善・拡充、休業補償、家賃・水光熱費等補助など緊急対策

を実施する。  
③「貸し渋り・貸しはがし防止条例（仮称）」の制定をはかる。  
④公共施設の耐震化工事や住宅リフォーム助成を促進するとともに、県の公共事業と官公

需の分離・分割や、入札における地元要件を活用して、地元業者への発注を増やす。  
⑤建設労働者の賃金を保障する公契約条例を制定するとともに、建設業退職金共済制度の

適正な運用をすすめる。  
⑥大型店の無秩序な出退店をおさえ、地域貢献の社会的責任を果たさせるとともに、商店

街支援の予算を大幅に増額する。  
⑦公共施設を組み合わせた商店街づくりをすすめ、生鮮三品、空き店舗を活用したチャレ

ンジショップ、高齢者のたまり場を確保するなど、誰もが利用しやすい商店街をめざす。  
 
 
５．農業・漁業の再生と食の安全を 

 日本農業を再生させ、食料自給率を高めるために、農業経営を安定して持続できる条件

を整備・充実させることが強く求められている。その柱は、再生産が可能な農業収入の保

障と、「食料主権」の立場にたった農産物輸入自由化への歯止めである。  
 
①農業予算を基幹産業にふさわしく拡充し、その重点を農業土木から営農支援にうつし、

価格補償・所得補償を拡充する。  
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②米価暴落を回避するために、備蓄米を緊急に買い入れるよう政府に求める。  
③国に減反政策の抜本的見直しを求め、押しつけをやめるとともに、飼料米、米粉向け生

産など水田の総合的利用をすすめる。  
④小規模農家や兼業農家を排除する「水田・畑作経営所得安定対策」（品目横断対策）の撤

回を国に求め、県として家族経営を基本とした多様な形態の営農を支援する。  
⑤農業および漁業の後継者が経営を安定させるまでの間、一定額の支援措置を講じる。  
⑥農家およびその共同体（農業生産法人）が自らの耕作することを支援し、営利企業によ

る農地への進出を抑える。  
⑦「食料主権」を尊重する立場に立って、ＷＴＯ農業協定の根本見直しを国に要求する。

ＭＡ米の「義務的」輸入の中止や日本農業に打撃となるＦＴＡ（自由貿易協定）・ＥＰＡ

（経済連携協定）に反対する。  
⑧乱獲を防ぎ、漁業資源を保全・回復するための休漁・減船にたいする補償を行う。  
 漁業・水産加工など産業基盤を強める。  
⑨食品の安全に関する検査体制を強化する。ＢＳＥ対策の全頭検査を維持し、鳥インフル

エンザなどの各種感染症の監視体制を強める。  
⑩直売所や出荷組合の支援を強め、地場産物の販売を促進する。  
⑪学校給食への県産農水産物の使用を大幅に増やすなど県産品の需要を拡大する。  
 
 

６．過度の競争教育をあらため、子どもの成長・発達を中心にすえた教育を 

 歴代の自民党政権は、教育条件の悪化や「子どもの貧困」をもたらし、教育への国家介

入の強化、競争教育のいっそうの押し付けをすすめ、わが国の教育をゆがめてきた。これ

をとりのぞき、憲法の平和・人権・民主主義の立場に立脚し、子どもの権利条約を生かし

て、すべての子どもの成長発達を支える教育へと転換することが求められている。  
 
①憲法の平和・人権・民主の立場にそった教育を追求し、「愛国心」の強制や「日の丸」「君

が代」の教育現場への押し付けをやめる。  
②学校間の序列化競争をあおり、教育をゆがめる「全国いっせい学力テスト」を行わない

よう国に要求する。これまで実施した結果については公表しない。  
③私学助成を思い切って拡充するとともに、私立高校授業料の助成制度を拡充する。  
④遅れている少人数学級を拡充し、少なくとも新年度から、小・中学校のすべての学年で

３５人学級を実施する。そのための正規教員を確保する。  
⑤「経済的理由」で高校教育が受けられないことがないように県立高校授業料を無料化し、

奨学金制度を拡充する。また定時制高校生への修学支援貸付金制度を復活させる。  
⑥県立高校の統廃合はやめる。  
⑦特別支援学校を増設し、必要な人員を配置するなど、教育条件の引き上げをはかる。  
⑧教員の多忙化を解消し、子どもとふれあう時間を確保できるようにする。学校現場で起

っている「いじめ」「不登校」「暴力行為」等にきめ細かい相談・援助がおこなえる体制

を整備する。  
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⑨定数内教員はすべて正規教員とする。また、時間講師の待遇改善を図る。  
⑩学校の耐震化を早期に完了するとともに、老朽化した校舎の改修に取り組む。  
 
 
７．真の男女平等と女性の地位向上を 

 日本では雇用などにおいて、世界でも異常な女性への差別が続いている。女性差別は、

人間の平等と尊厳の原則に反し、その能力の発揮を困難にし、わが国の発展をも損なうも

のである。これをなくし、「両性の平等」を社会に徹底することが重要である。  
 
①男女平等の実現に実効ある県条例を早期に制定する。  
②雇用におけるあらゆる男女差別の解消に努力する。  
③仕事と子育てが両立できるよう、育児休暇の拡充、保育所と学童保育の整備など社会的

条件を整える。  
④中小零細業者における家族の「自家労賃」を賃金として認めるよう、所得税法の改正を

国に要請する。  
⑤ＤＶ被害者が必要とする保護と自立支援が受けられるよう、体制の強化をはかる。  
 
 
８．生活環境と自然を守るために 

 地球温暖化防止は、地球環境と人類の生存にとって緊急かつ重要な課題である。わが国

がその責任を果たすために、最大の温室効果ガス排出源である産業界に対し、ヨーロッパ

などで実施されているような実効ある措置をとらせることが不可欠である。  
 
①温室効果ガスを大量に排出している事業所にたいし、排出削減を義務付ける条例を制定

するなど、実効ある対策を講じる。  
②太陽光発電整備への助成制度を創設する。  
③水質・大気などの検査および公害の監視・取締り体制を強化する。  
④産廃不法投棄に断固たる処置をとり、残土条例に住民同意条項や水源地立地規制をもり

こむ改正を行う。  
⑤旧海上町産廃処分場（エコテック）訴訟の上告を取り下げる。鬼泪山国有林の山砂採取

を認めない。  
⑥産廃処分場や残土処分場が適正に管理されるよう指導を強化し、地域住民の生活と環境

を守る。  
⑦三番瀬のラムサール条約登録に全力をつくす。第二湾岸道路の建設は中止する。  
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９．巨大開発を見直し、公共事業の重点を生活基盤の整備に 

 歴代の県政は大型公共事業に莫大な血税を投入し、その「負の遺産」がいまなお県財政

を圧迫し続けている。不要不急の巨大事業による財政難が県民生活と県職員にしわ寄せさ

れており、ここにメスを入れてこそ、暮らし、福祉、医療、教育を守る自治体本来の責務

を果たすことができる。  
 
①つくばエクスプレス沿線開発を抜本的に見直す。  
②ムダ使いを止めてほしいという民意を受けとめ、利水、治水の両面で必要のない八ツ場

ダムの建設中止を国に要求するとともに、すべての情報公開と地元住民への謝罪、生活

支援策を求める。  
③北千葉道路など巨大道路建設は中止し、県道や歩道の整備、交通安全対策など生活道路

整備に予算をまわす。  
④かずさアカデミアパークや幕張メッセに関する県の負担を見直す。  
⑤木更津金田西区画整理事業は根本的に見直す。過大計画となっている下水道事業を見直

す。  
⑥県営住宅の増設と計画的修繕に力を入れる。居住者の意向を無視したＵＲ賃貸住宅の削

減計画の中止を国及びＵＲに求める。  
⑦不正行為をおこなった業者が県の公共事業を受注することのないよう、入札のあり方を

抜本的に見直す。  
 
 
１０．安心安全で暮らしやすい街づくりを 

 災害の発生を最小限に抑え、被害の拡大を防止するために、災害に強い街づくりをすす

めることは自治体の重要な役目である。  
 
①福祉施設および個人住宅の耐震対策を促進する。県有施設は年度毎の耐震化計画を立て

て実施する。  
②消防広域化推進計画および無線デジタル化を根本から見直し、消防力整備指針に基づく

消防職員増員など体制整備をはかる。  
③成田空港内の事故防止、航空機騒音対策、落下物防止策を強化する。  
④石油コンビナートなど危険物施設の安全対策を強化する。  
⑤公共施設をはじめ多数が利用する施設、歩道、駅などのバリアフリー化をすすめる。  
⑥北総鉄道、東葉高速鉄道の運賃大幅引き下げに努力する。  
 
 
１１．地方自治の確立と県民生活を支える財源確保を 

 この間、国は、「地方分権」と言いながら、「三位一体改革」による地方財源の大幅削減

や市町村合併を押し付けてきた。こうした地方切り捨てをやめさせ、財源を保障して、

住民が主人公の地方自治を発展させることが大切である。  
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①大企業への法人事業税超過課税をただちに実施する。  
②「森林環境税」（仮称）は実施しない。  
③大企業への企業立地補助金などの優遇措置をやめる。  
④税滞納者の生活実態を無視した一方的な差し押さえをあらためる。  
⑤地方財政に対する国の責任を明確にし、国庫補助負担金の廃止・削減などに反対する。

⑥地方財源確保を理由とした消費税増税は求めない。  
⑦「道路特定財源」とされてきた揮発油税などの暫定税率を廃止するとともに、揮発油税

などの税率については、環境税の導入をも考慮して検討するよう国に求める。  
⑧国に直轄事業負担金の抜本見直しを求めるとともに、市町村負担金を止める。  
⑨市町村合併はあくまでも住民の意思にもとづく判断でおこなう。  
⑩道州制導入に反対し、地方自治を守る。  
⑪指定管理者施設が不正常な管理運営とならないよう厳しく指導する。  
 
 
１２．憲法９条の改悪を許さず、平和をまもる千葉県へ 

 被爆国民を先頭にした世論によって、核兵器廃絶が現実のものとなる可能性が生まれて

いる。これまでの米国の一国覇権主義が破綻し、国連憲章にもとづく国際紛争の平和的・

外交的解決の方向が強まっている。こうしたもとで、わが国が憲法９条を生かした自主・

自立の平和外交で世界とアジアに貢献し、軍事同盟に縛られない対等平等の日米関係をつ

くることが求められている。  
 
①憲法９条の改悪を許さず、憲法を守る立場を明確にする。  
②自衛隊のインド洋、ソマリア沖などからの速やかな撤退を国に求める。   
③東京湾を非核・平和の海にするため、横須賀の米原子力空母母港化の返上を求める。核  
密約の徹底調査と公表を国に求める。  

④習志野基地のパトリオット・ミサイル（ＰＡＣ３）撤去を国に求める。県独自で騒音調

査を行うなど、騒音被害対策をすすめる。  
⑤自衛隊の、住宅密集地での演習中止と基地撤去を国に要求する。  
⑥国に海上演習の中止と縮小を求め、漁船の安全を保障する航海秩序の強化をはかる。  
⑦成田空港や千葉港の軍事利用を認めない。  
⑧有事法制・国民保護法にもとづく「千葉県国民保護計画」を撤回する。  
⑨県内の小・中・高校における「総合的な学習の時間」を使った自衛隊の体験入隊につい  
て、実態を調査し、中止する。  

⑩核兵器廃絶にむけて、日本政府にイニシアチブを発揮するよう求める。千葉県として、

出先機関を含む県庁舎も利用し、原爆被害や千葉県における爆撃被害の実相に関する資

料展など、さまざまな平和の事業に取り組む。  
⑪被爆者と被爆二世、三世に対し、県独自の支援策を拡充する。  
 

以上  


